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はじめに 

 

この報告書は、日本財団の平成 28年度助成事業として実施した「公共施設等の

案内用図記号等の検討」事業の成果をまとめたものです。 

 

 本事業が対象とする「案内用図記号（ピクトグラム）」とは、不特定多数の人々

が利用する公共交通機関や公共施設、観光施設等において、文字・言語によら

ず対象物、概念または状態に関する情報を提供する図形であり、文字情報と比

較して、だれもがひと目でその表現内容を理解でき、遠方からの視認性にも優

れているといわれています。また、言語の知識を要しないといった利点があり、

視力の低下した高齢者や障害のある方、日本語のわからない外国人観光客等に

も理解できる有効な情報提供手法として、日本を含め世界中の公共交通機関、

観光施設等で広く掲示されています。 

 当財団では 2002年日韓ワールドカップ開催を控えた平成 11年度から 12年度

にかけて、日本財団からの補助事業として 125 個の図記号を 8つのカテゴリー

に体系化した「標準案内用図記号ガイドライン」を作成し、そのうち 110 個が

「JISZ8210案内用図記号」として制定されるに至っています。 

 本事業では 2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて、前記ガ

イドライン作成後の社会情勢の変化等を踏まえて再整理することとしました。

平成 27年度から国内の公共交通機関や公共施設、障害者団体等関係者へのアン

ケート調査、ヒアリング調査を実施し、調査結果から新たに作成や見直しが必

要だと考えられる図記号項目の絞り込みを行った項目について、図案を作成し、

理解度や視認性の試験を経て、新たな図記号を作成するに至りました。 

 更に、作成した図記号を加え再整理した「標準案内用図記号ガイドライン改

訂版」としてとりまとめを行い、周知啓発に努めることにより、だれもが安全

に、安心に移動できるサイン環境構築の一助となれば幸いです。 

 

調査及び作成にあたっては、委員会委員長の秋山哲男中央大学研究開発機構教

授を始め、同委員会 WG 主査の児山啓一 ISO/TC145/SC1 国内対策委員会主査、委

員会委員各位、関係機関、交通事業者の皆様に、多大なるご協力とご助言を賜

りました。 

ここに、改めて感謝の意を表する次第です。 

 

平成 29年 6月 

 

公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 

理 事 長  本  田   隆  文 
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第 1章 事業概要 

1.1 事業目的 

公共交通機関や観光施設等の利用者の円滑な移動を支援するためのサインシステムとし

て案内用図記号（図記号）は、情報を文字・言語によらずだれもがひと目で表現内容を理

解でき、遠方からの視認性にも優れている。また、言語の知識を要しないといった利点が

あり、視力の低下した高齢者や障害のある方、日本語のわからない外国人観光客等にも理

解できる有効な情報提供手法として、日本を含め世界中の公共交通機関、観光施設等で広

く使用されている。 

図記号は 2002年日韓ワールドカップ開催が決定した当時、わかりやすいサイン環境を目

指すため 125項目が策定され、「標準案内用図記号ガイドライン」をまとめるに至った（平

成 11、12年度日本財団補助事業）。その後、「JISZ8210案内用図記号」として登録された

ことは周知の事実である。その後、平成 23年度自主事業として図記号の再調査を行った所、

見直しや新規作成の必要性がある図記号があることがわかった。 

一方、ビジット･ジャパン・キャンペーン等により、訪日外国人数は東日本大震災後落ち

込んだものの2016年末には2,400万を超え、観光庁は更なる目標値として2020年には4,000

万人を掲げキャンペーンを展開しているところである。東京への観光客数が今後益々増加

していくことが予想され、図記号の必要性が高まると思われる。しかし、様々な機関等で

実施されている調査結果で訪れたい国として高評価を得てはいるが、コミュニケーション

部分での課題（特に言語やサイン環境のわかりにくさ）が指摘されている。 

そこで、平成 27年度から、2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて、よ

りわかりやすいサイン環境を目指すため、図記号の検討を進めた。図記号の事例収集を行

った上、ヒアリング調査にて図記号を含むサイン環境に関する要望を集めた結果、新たに

必要になるであろう図記号の作成や見直しすべき図記号の選定や作成を進めたが、候補と

すべき図記号の数も多く、調整課題も多かったため、今年度も引き続き検討を進めること

となった。 

本事業では、国内の交通事業者や公共施設、また障害のある方や外国人観光客にとって

図記号の新規作成や見直しが必要だと考えられる図記号項目についてのアンケート、ヒア

リング調査結果から検討すべき図記号項目を絞り込み、それらの図記号案を検討、作成す

ることを目的とした。更に、前述の「標準案内用図記号ガイドライン」の「改訂版」を作

成することにより、2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて、よりわかり

やすいサイン環境の推進を促し、事業終了後に、経済産業省へ報告することで、国内標準

化（JIS化）及び国際標準化（IS化）への働きかけを進める。 

 

1.2 計画の概要 

「公共施設等の案内用図記号等の検討委員会」を設置し、検討を進めることとなった。 

本事業では、平成 27年度事業で絞り込まれた図記号項目について、統一感のある図記号と

するためにリ・デザイン作業を進めた。同時に、昨年度事業結果として審議継続となった

項目についても作業を進めた。続いて、作成した図記号案のわかりやすさを確認する理解

度試験と、見やすさを確認する視認性試験を行った上で採用図記号として、「標準案内用

図記号ガイドライン」を再整理し、「標準案内用図記号ガイドライン改訂版」として取り
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纏め、本事業終了後、経済産業省へ報告する予定である。 

 

○事業の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

  

事例調査 ・交通事業者、関係機関に対するアンケート調査、

ヒアリング 

・障害当事者団体へのヒアリング 

採用項目の絞り込み ・委員会委員による絞り込み 

採用項目の図形デザイン ・日本サインデザイン協会(SDA)による検討、作成 

試験 
・理解度試験 

・視認性試験 

・試験結果の評価 

採用図記号の整理 ・標準案内用図記号ガイドラインの再整理 

標準化 ・経済産業省へ報告 

採用項目の図形リ・デザイン ・日本サインデザイン協会(SDA)による検討、作成 

表示事項及び推奨度 ・表示事項（日本語、英語）、推奨度の検討、決定 

ガイドライン改訂版の作成 ・標準案内用図記号ガイドライン改訂版の作成 
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1.3 スケジュール 

 平成 27年度で候補図形の絞り込み、作成までを予定していたが、候補とする項目が多か

ったことと、検討に時間を要する項目が含まれていたため、平成 28年度も引き続き検討を

進めた。 

 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29

年度 

1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 4～6月 

事例収集 
         

検討項目の絞り込み 
         

図形デザイン 
         

試験 
         

検討項目の再整理 
         

図形リ・デザイン 
         

表示事項と推奨度

の検討 

         

報告書作成          

標準案内用図記号 

ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ改訂版の作成 
         

委員会の開催 ○  ○ ○  ● ● ●  

ワーキング開催   ○ ○  ●  ●  
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第 2章 事業経緯 

2.1 平成 28年度事業の審議項目 

平成 27年度事業の継続審議計 10項目と、平成 28年度分として整理した計 26項目の合

計 36項目について審議した。 

 

2.1.1平成 27年度事業の継続審議項目：計 10項目 
＜表示要素の検証（人型）＞              ＜審議不十分＞ 

 

2.1.2平成 28年度分として整理した項目：計 26項目 

①公共・一般施設  ②交通施設 

1-80. エレベーター  2-37. バス停 

＜理解度不足の検証＞  

 

 

 

⑥禁止 

①公共・一般施設  6-1. 携帯電話使用禁止 

1-5. 地下鉄 ＜方針の再定義＞ 

1-30. 駅事務室／駅長室／乗務員室／駅員・係員  ①公共・一般施設 

1-47. 一般車・自家用車  1-5. 授乳室 

⑨アクセシブル  1-30. 海外発行カード対応 ATM 

9-2. コミュニケーション：筆談対応  1-47. 祈祷室 

①公共・一般施設  ⑧指示 

1-1. 案内所  8-1. シートベルト 

1-2. 情報コーナー  ⑨アクセシブル 

1-3. 観光案内所  9-9. 補助犬（盲導犬・介助犬・聴導犬）同伴 

1-25. 充電コーナー  9-14. Accessible Taxi 

1-26. 自動販売機  9-23. 障害者用のヘルプカウンター 

②交通施設  ⑩お手洗関連 

2-31. レンタサイクル  10-1. 和式 

③商業施設  10-2. 洋式 

3-9. コンビニエンスストア  10-8. ベビーチェア 

④観光・文化・スポーツ施設  10-9. おむつ交換台 

4-14. ボランティアガイド  10-10. キッズトイレ／子供用／男子用小便器 

4-16. イヤホンガイド  10-12. 多機能トイレ／ファミリートイレ 

⑤安全  10-13. 多目的シート／介護用ベッド 

5-1. ＡＥＤ  10-14. フィッティングボード／着替え台 

5-9. 非常停止ボタン 

⑥禁止 

6-8. 
ホームドア／ホーム柵禁止行為 

（たてかけない） 

6-8. 
ホームドア／ホーム柵禁止行為 

（乗り出さない） 

6-14. 危険物 
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2.2 図記号の項目と図案の審議 

項目の採用不採用と図案について、委員会で審議し以下の結論を得た。 

 

2.2.1平成 27年度分の継続審議項目 

項目 審議結果 審議要点 

1-5 授乳室 

H27年度案 

 

項目は不採用、これ以

上の審議は行わない。 

現在の授乳室は、調乳設備の有無な

ど仕様が様々で、都度「母子」の図

記号か「ほ乳瓶」の図記号か、相応

しい表示が異なる。そのため図記号

の統一は、実態にそぐわない場合が

発生する。 
※「母乳育児の国際シンボルマーク」を推奨

している「非営利活動法人日本ラクテーショ

ン・コンサルタント協会」にヒアリングを行

った。  

1-30 

海外発行

カード対

応 ATM 

H27年度案

 
 

H28年度 c案

 

H28年度図記号 c案を

採用する。 

→H28 年度試験を行う。 

海外発行カード対応と、そうではな

い ATMが混在する場合の表示区別が

必要なことから、H28 年度図記号案

は、H27 年度図記号案に「地球儀」

のアイコンを追加し「海外」を強調

した。 

実際の使用状況を表現した合成写

真を提示して、H28年度試験を行う。 

1-47 祈祷室 

H27年度案 

 

H27年度図記号案（お辞

儀の角度 15 度、手の表

現はなし）を採用する。 

項目名を「礼拝室」と

する。 

→H28 年度試験を行う。 

観光庁「ムスリムおもてなしブッ

ク」で、「礼拝室」という表現を推

奨している。 

H27 年度試験の結果が基準に達して

いなかったため、実際の使用状況を

表現した合成写真を提示して、H28

年度試験を行う。 
※「公益財団法人笹川平和財団笹川中東イス

ラム基金事業室」と「サウジアラビア王国大

使館」にヒアリングを行い、各国の規格につ

いても調査した。 

1-80 
エレベー

ター 

H27年度案

     

図記号案は不採用と

し、これ以上の審議は

行わない。 

現 JIS図記号のままと

する。 

現 JIS図記号交換の費用対効果を考

えると、関係事業者のリスクが大き

い。 

2-2 地下鉄 

H27年度案

 

項目は不採用、これ以

上の審議は行わない。 

「地下鉄」という項目は、現 JISの

「鉄道」を細分化することになり、

複雑になる。 
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項目 審議結果 審議要点 

2-37 バス停 

H27年度案

 

項目は不採用、これ以

上の審議は行わない。 

街中の案内図中で複数の現 JIS の

「バス」が表記されていれば、バス

停だと理解が可能である。 

6-1 
携帯電話

使用禁止 

参考：現 JIS 

 

検討は不要とし、これ

以上の審議は行わな

い。 

現 JIS図記号のままと

する。 

現 JISの図記号の図柄は、概念を表

すものと捉え、変更は行わない。 

9-2 

コミュニ

ケーショ

ン：筆談

対応 

H27年度案

 
 

H28年度 a案 

 

H28年度図記号 a案を

採用する。 

→H28 年度試験を行う。 

現 JISコミュニケーション多言語対応

のシリーズとしてデザイン。 

H28 年度図記号案は、視認性向上の

為、筆談用の紙(ボード)と筆記具の

表現をリ・デザインした。 

実際の使用状況を表現した合成写

真を提示して、H28年度試験を行う。 

2-17 

駅事務室

/駅長室/

乗務員室

/駅員・係

員 

H27年度案 

 
 

H28年度 c案 

 

H28年度図記号 c案を

採用する。 

→H28 年度試験を行う。 

項目名を「駅事務室/駅

係員」とする。 

H28 年度図記号案は、H27 年度図記

号案に現 JIS図記号の「鉄道」を追

加し「駅」を強調した。 

実際の使用状況を表現した合成写

真を提示して、H28年度試験を行う。 

2-18 一般車 

H27年度案

 

H27 年度図記号案を採

用する。 

→H28 年度試験を行う。 

H27 年度試験の結果が基準に達して

いなかったため、実際の使用状況を

表現した合成写真を提示して、H28

年度試験を行う。 
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2.2.2平成 28年度分として整理した項目：計 26項目+追加 1項目＝計 27項目 

「ホームドア:手を挟まないように注意」の項目が新規追加された。 

項目 審議結果 審議要点 

1-1 案内所 

参考：現 JIS   

 
 

ISO7001 PI PF 

001Information

 

現 JIS 図記号のままと

する。 

ISO始め各国の規格でも「i」に統一

している国が多数であることから、

東京オリンピック・パラリンピック

開催に向けて「i」に統一してシン

プルにするという観点は必須。しか

し、これまでの「?」の全国的な広

がりやその歴史に配慮する必要が

あり、併存しても不便はないという

意見もあることと、人的援助が得ら

れる場所の表示として「?」は使用

価値も高いことから、現状のまま併

存とする。 

1-2 
情報コー

ナー 

参考：現 JIS 

 

現 JIS図記号のままと

する。 

項目名を「案内

/Information」に変更

する。 

1-3 
観光案内

所 

参考：JNTO 認定

シンボルマーク 

  

項目は不採用、これ以

上の審議は行わない。 

観光案内所は JNTO 認定シンボルマ

ーク表記対象の施設であり、当委員

会の図記号とは別の位置づけとな

る。 

1-25 
充電コー

ナー 

参考(注：図の

意味は異なる) 

JISS0103_5-1-6

電源入力

 
ISO7010 M006 

Disconnect 

mains plug from 

electrical 

outlet

 
ISO7000 2616 

External cord 

connected

 

図記号を作成する。 

→図記号案確定次第、

H28年度試験を行う。 

旅行者の通信支援等のために必要

な項目である。 

国際的にも汎用性が高い Aタイプ(2

穴：日本標準)を図材にした図記号

を作成する。 

1-26 
自動販売

機 

参考：ISO7001 

PI CF 020 

Snack machine 

 

図記号を作成する。 

→図記号案確定次第、

H28年度試験を行う。 

自動販売機自体が一般的ではない

国もあるが、日本においては熱中症

予防の水分補給のためにも必要な

項目である。 

ISO7001「Snack machine」を原案と

し、標準案内用図記号スタイルのデ

ザインで図記号を作成する。 
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項目 審議結果 審議要点 

2-31 
レンタサ

イクル 

参考：ISO7001 

PI TF 029 

Rental bicycle 

 

 

図記号を作成する。 

→図記号案確定次第、

H28年度試験を行う。 

ISO7001「Rental bicycle」を原案

とし、標準案内用図記号スタイルの

デザインで図記号を作成する。 

3-9 

コンビニ

エンスス

トア 

参考：東京都 

 

図記号を作成する。 

→図記号案確定次第、

東京都の図についても

H28年度試験を行う。 

東京都の図を基に、図記号を作成す

る。その際、時間（24ｈ）は店舗を

制限することになるので入れない。 

4-14 ボランティアガイド 
項目は不採用、これ以

上の審議は行わない。 

ボランティアと職務で行うガイド

との区別がつきにくい。 

4-16 
イヤホン

ガイド 

参考：ISO7001 

PI TC 014  

Audio tour 

 

図記号を作成する。 

→図記号案確定次第、

H28年度試験を行う。 

ISO7001「Audio tour」を原案とし、

標準案内用図記号スタイルのデザ

インで図記号を作成する。 

5-1 AED 

参考：(一財)日

本救急医療財団

商標登録 

  
 

ISO7010 E010 

Automated external 

heart defibrillator 

 

項目は不採用、これ以

上の審議は行わない。 

既に ISO7010で規定されている図記

号と国内で登録、使用されている図

記号の統一および調整が難しい。 
※既に普及している一般財団法人日本救急

医療財団のマークとの調整を図るため、ヒア

リングを行った。 

5-9 
非常停止

ボタン 

参考：ISO7010 

E020Emergency 

stop button 

 
JIS Z 8210非常

ボタン 

 

図記号を作成する。 

→図記号案確定次第、

H28年度試験を行う。 

項目名を「列車の非常

停止ボタン」とする。 

定義を「列車の」非常停止ボタンと

し、列車を停止する意図が明確に伝

わる図記号を作成する。 

6-8-1 

ホームドア/ホーム柵 

禁止行為 

「たてかけない」 

図記号を作成する。 

→図記号案確定次第、

H28年度試験を行う。 

ホームドア「乗り出さない」と併記

することを踏まえたデザインで図

記号を作成する。 

6-8-2 

ホームドア/ホーム柵 

禁止行為 

「乗り出さない」 

図記号を作成する。 

→図記号案確定次第、

H28年度試験を行う。 

ホームドア「たてかけない」と併記

することを踏まえたデザインで図

記号を作成する。 
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項目 審議結果 審議要点 

6-8-3 

ホームドア/ホーム柵 

注意行為 

「ドアに手を挟まな

いように注意」 

新規項目として追加。 

図記号を作成する。 

→図記号案確定次第、

H28年度試験を行う。 

ホームドア付近での類似表示とし

て、「手をはさまないように注意」

という項目が必要。 

6-14 危険物 
項目は不採用、これ以

上の審議は行わない。 

各自治体の火災予防条例で規定さ

れており、ダブルスタンダードにな

る可能性がある。 

8-1 

シートベ

ルト（バ

ス） 

参考：ISO7010 

M020 Wear 

safety belts 

  

図記号を作成する。 

→図記号案確定次第、

H28年度試験を行う。 

分類を⑧指示とする。 

項目名を「シートベル

トを締める」とする。 

ISO7001「Wear safety belts」を原

案とし、標準案内用図記号スタイル

のデザインで図記号を作成する。 

タクシーや船舶にも使用できる汎

用性のある図記号とする。 

9-9 

補助犬

（盲導

犬・介助

犬・聴導

犬）同伴 

参考：厚生労働

省の啓発用 

 
 

ISO7001 PI PF 

046 

Accessibility, 

assistance dog

 

項目は不採用、これ以

上の審議は行わない。 

身体障害者補助犬法に抵触する可

能性がある。 
※厚生労働省の啓発用マークとの調整を図

るため、ヒアリングを行った。 

9-14 
アクセシブルタクシ

ー 

図記号を作成する。 

→図記号案確定次第、

H28年度試験を行う。 

現 JIS「タクシー」、他の交通機関と

の弁別性に配慮した図記号を作成

する。 

9-23 
障害者用のヘルプカ

ウンター 

不採用とするが、項目

は必要、見送り。 

項目名を「ヘルプポイ

ント」とする。 

「?」や「i」と混乱する懸念がある。 

障害者に限らず全ての人を対象と

した人的援助が得られる場所であ

る「ヘルプポイント」として、定義

を再検討する必要がある。 

10-1 和式 
不採用とするが、項目

は必要、見送り。 

項目としては必要だが、国土交通省

の検討委員会でトイレの機能分散

化も検討され、設備のあり方が見直

しされることになるため、国と歩調

を合わせる必要がある。 

10-2 洋式 
不採用とするが、項目

は必要、見送り。 

10-8 ベビーチェア 
不採用とするが、項目

は必要、見送り。 

10-9 おむつ交換台 
不採用とするが、項目

は必要、見送り。 

10-10 
キッズトイレ/子供用

/男子用小便器 

不採用とするが、項目

は必要、見送り。 

10-12 
多機能トイレ/ファミ

リートイレ 

不採用とするが、項目

は必要、見送り。 

10-13 
多目的シート/介護用

ベッド 

不採用とするが、項目

は必要、見送り。 

10-14 
フィッティングボー

ド/着替え台 

不採用とするが、項目

は必要、見送り。 
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2.3 理解度・視認性試験 

2.3.1試験実施概要 

作成した図記号案について、一般に対する評価を客観的に把握するために理解度及び視

認性試験を行った。なお、平成 28年度の理解度試験は、実際の使用状況を表現した合成写

真を提示する方法とした。 

１）試験対象項目（17項目） 

①平成 27年度継続審議項目の内、試験結果が基準に達していなかったため、同じ図記号

案で再試験を行った項目 

  

礼拝室 一般車 

 

②平成 27年度継続審議項目の内、試験結果が基準に達していなかったため、デザイン 

を見直して試験を行った項目 

   

海外発行カード

対応 ATM 

駅事務室/ 

駅係員 

コミュニケーシ

ョン：筆談対応 

 

③平成 28年度分として整理した項目の内、図記号案を作成して試験を行った項目 

・理解度試験：自由記述方式 

     

充電コーナー 自動販売機 レンタサイクル A 案コンビニエンス

ストア 

（比較の為追加） 

B 案コンビニエンス

ストア（東京都） 

  
   

イヤホンガイド アクセシブルタクシー 

 

・理解度試験：四者択一方式 

     

列車の非常停止

ボタン 

ホームドア/ホーム

柵：たてかけない 

ホームドア/ホーム

柵：乗り出さない 

ホームドア/ホーム

柵：手を挟まないよ

うに注意 

シートベルトを

締める 
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２）実施方法：ウェブ調査（株式会社楽天リサーチ） 

 

３）実施時期：平成 28年 12月 22日（金）～平成 29年 1月 6日（金） 

 

４）実施国及び対象者数：5カ国（日本、英国、米国、中国、シンガポール）合計 640名 

①日本 400名 

グループ 年齢区分 対象者数 

男性 

15-30歳 40 

31-50歳 40 

51-64歳 40 

女性 

15-30歳 40 

31-50歳 40 

51-64歳 40 

高齢者 
男性 65歳以上 40 

女性 65歳以上 40 

※性別、年齢問わず 
車椅子使用者 45 

聴覚障害者 35 

合 計 400 

 

②英国、米国、中国、シンガポール 240名（1カ国あたり 60名） 

グループ 年齢区分 対象者数 

男性 

15-30歳 10 

31-50歳 10 

51歳以上 10 

女性 

15-30歳 10 

31-50歳 10 

51歳以上 10 

1カ国あたり 60 

 

※コンビニエンストアについては、A 案と B 案でグループを 2 つに分けて実施したた

め、対象者数は合計 320名となる。（日本 200名、英国、米国、中国、シンガポール

各国 30名） 

 

  



 

第 2章 

15 

 

2.3.2 調査画面構成 

調査画面は、説明ページ、フェイスページ、記入例ページ及び調査ページの順で構成さ

れる。調査ページの表示順番は、順序効果の偏りを防止するためランダム表示とした。 

１）説明ページ：調査内容と記入方法の説明をするページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）フェイスページ：日付や回答者の属性を回答するページ 
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３）記入例ページ：回答の記入方法を例示するページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）調査ページ：回答を送信するページ（調査項目分の数） 
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2.3.3 理解度試験 

①自由記述方式 

１）評価基準 

評価基準は、ISO 9186-1：2014 graphical symbols-Test methods- Part1: Method for 

testing comprehensibilityに基づいた。 

分類 意味 

1 正しい  

2a 間違い  

2b 間違い、かつ反対の意味  

3 分からない 

4 無回答  

 

２）評価点の算出方法 

各々の回答の 100分率（単位は％） 

 

３）適合基準 

適合基準は、ISO/TC145/SC1 Criteria of acceptanceに基づいた。 

評価点 評価区分 

「分類 1 正しい」が 66％以上 適合 

「分類 1 正しい」が 65％以下 不適合 

 

②四者択一方式 

１）評価基準 

評価基準は、JIS S 0102-2000消費者用警告図記号理解度試験に基づいた。 

段階 評価基準 評価 回答者数 

1 正解 図記号の意味を伝える用語 100点 na1 

2 誤回答 1 図記号の意味は正しく理解されていないが少なくと

も表示者の意図に反する行動は回避できるといえる

用語 

60 点 na2 

3 誤回答 2 伝達事項に関する安全・禁止・注意・指示であると

いうことは伝わっていても、図記号の意味が理解さ

れていないために表示者の意図に反する行動を回避

できない可能性があると考えられる用語 

30 点 na3 

4 誤回答 3 伝達事項に関する安全・禁止・注意・指示であると

いうことを含め、図記号の意味が極端に誤って理解

されているために表示者の意図に反する行動の発生

を回避できないと考えられる用語 

0 点 na4 

回答がない（画面に回答を全くしなかった場合） 除外 除外 

 

２）評価点の算出方法 

評価点＝（100×na1＋60×na2＋30×na3）÷（na1＋na2＋na3＋na4） 

na1～na4は各段階の回答者数。無回答者は集計から除外。重複回答は低い方の段階に集計。 

 



 

第 2章 

18 

 

３）適合基準 

適合基準は、JIS S 0102-2000消費者用警告図記号理解度試験に基づいた。 

評価点 評価区分 

85 点以上 使用可 伝達事項の意味が正確に理解されており、図記号は問題なく
使用してもよい。 

66～84点 使用可 図記号の使用に支障はないが、文字、文章による正確な伝達
補助表示を必要とする。 

31～65点 使用不可 伝達事項の意味が誤って伝わり、このままの図記号の使用に
は支障があり、図記号を修正したうえ、再試験を必要とする。 

30 点以下 使用不可 伝達事項の主旨が全く伝わらず、危害等の発生が予測される
ので、この図記号の使用は止める。 

誤回答 3 の 
回答率 5%以上 

使用不可 伝達事項の主旨が全く伝わらず、危害等の発生が予測される
ので、この図記号の使用は止める。 

 

2.3.4 視認性試験 

１）評価基準 

評価基準は、JIS S 0102-2000 消費者用警告図記号視認性試験に基づいた。なお、評価

スケールの文言は、設問の意味をより正確に伝えるために平成 12年度の試験と同様とした。 

JIS S 0102-2000 見にくい やや見にくい どちらでもない 見える 容易に見える 

今回の調査 
（平成 12 年度と同） 

形がわからない 
形がやや 

見にくい 

どちらとも 

いえない 
形が大体見える 

形がはっきりと

見える 

 

段階 評価基準 評価 回答者数 

5 形がはっきりと見える 100点 nb5 

4 形が大体見える 75 点 nb4 

3 どちらともいえない 50 点 nb3 

2 形がやや見にくい 25 点 nb2 

1 形がわからない 0 点 nb1 

回答がない（画面に回答を全くしなかった場合） 除外 除外 

 

２）評価点の算出方法 

評価点＝（100×nb5＋75×nb4＋50×nb3＋25×nb2）÷（nb5＋nb4＋nb3＋nb2＋nb1） 

nb1～nb5は各段階の回答者数。無回答者は集計から除外。重複回答は低い方の段階に集計。 

 

３）適合基準 

適合基準は、JIS S 0102-2000消費者用警告図記号視認性試験に基づいた。 

評価点 評価区分 使用条件 

75 点以上 使用可 見やすさについては全く問題
ない。 

理解度の評価点 66 点以上必要 

50～74点 使用可 見やすさについて若干の問題
がある。 

このまま使用する場合は、理解度
の評価点 85 点以上必要 

25～49点 使用不可 修正のうえ、再試験を行う。 － 

24 点以下 使用不可 見やすさについて問題があり
使用は止める。 

－ 
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2.3.5 理解度試験、視認性試験実施結果 

１）理解度：自由記述 採点規則 

カテゴリー①公共・一般 

項目 定義 1 正解回答（抜粋） 2 不正解回答（抜粋） 

1

  

充電コーナ

ー 

携帯電話、スマートフォン等

の通信機器及び電動車椅子

等が充電できる場所を表示。 

充電、コンセント、プラ

グ、電源、電気 

Wi-Fi、USB ポート、イ

ンターネット 

2 自動販売機 飲食物を購入できる自動販

売機の場所を表示。 

自動販売機、飲料の販売、

セルフサービスの販売、

日本円専用の自動販売機 

コンビニエンスストア、

売店、スーパーマーケッ

ト、飲食エリア、レスト

ラン 

3 海外発行カ

ー ド 対 応

ATM 

海外で発行されたカードに

対応している ATM、キャッシ

ング機器及び機器が設置さ

れている場所を表示。 

国際 ATM、海外発行カード

対応 ATM、ATM、銀行の ATM、

キャッシュコーナー 

両替機、切符の購入、自

動販売機、自動券売機、

カード決済 

4

  

礼拝室  宗教、宗派を問わず、祈るこ

とのできる場所を表示。 

礼拝室、祈祷室、イスラ

ム教の礼拝所、イスラム

教、教会、瞑想室 

休憩室、正座、待合室、

ヨガ、収監室、観光案内、

椅子あり 

 

カテゴリー②交通施設 

項目 定義 1 正解回答（抜粋） 2 不正解回答（抜粋） 

1

  

駅事務室／

駅係員 

駅務室、乗務員室、有人改札

口など駅係員が配置された

場所を表示。 

 

駅員、駅員室、駅長、駅

長室、職員用入口、ホーム

での手助け、電車に乗っ

ている改札員、駅案内人 

駅、電車、鉄道、地下鉄、

荷物検査、警備員、警察、

通関窓口、電車に乗る準

備、職員用トイレ、電車

への入口 

2

  

一般車 個人所有の車両全般が通行

できる区分及び乗降所を表

示。 

乗用車、車、一般車両、

乗用車専用道路、自家用

車、軽自動車 

タクシー、レンタル、駐

車場、車の運転手、通行

可能 

3 レンタサイ

クル 

貸出用や共有用の自転車が

配置された場所及び施設を

表示。 

レンタサイクル、自転車

貸出、チケットを買った

ら乗れる、会員制レンタ

サイクル提供所 

自転車、駐輪の料金支

払、駐輪場、有料駐輪場、

カード決済、自転車の販

売機 

 

カテゴリー③商業施設 

項目 定義 1 正解回答（抜粋） 2 不正解回答（抜粋） 

1 コンビニエ

ンスストア 

コンビニエンスストアの場

所を表示。 

コンビニエンスストア、

食べ物または飲み物が買

える、弁当屋、飲み物、

サンドウィッチとドリン

ク 

レストラン、カフェ、飲

食場所、売店、スーパー

マーケット、休憩所、フ

ードコート、24 時間営

業中、軽食休憩 

 

カテゴリー④観光・文化・スポーツ施設 

項目 定義 1 正解回答（抜粋） 2 不正解回答（抜粋） 

1 イヤホンガ

イド 

音声ガイダンスを聴くこと

のできる機器が設置されて

いる場所、音声ガイダンスが

用意されている場所及び施

設を表示。 

レンタルできるイヤホン

／ヘッドホン、案内機、

案内用イヤホン、音声ガ

イダンス、通訳ヘッドホ

ン、音響サービス、音声

購入できるイヤホン／

ヘッドホン、補聴器、ミ

ュージックショップ、ヘ

ッドホン着用禁止、イヤ

ホンのテスト、耳栓を借
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受付、会場でレシーバー

の用意、デバイスのレン

タル、ワイヤレス解説 

りる、耳の保護、防音設

備、音声映像書籍 

 

カテゴリー⑨アクセシブル 

項目 定義 1 正解回答（抜粋） 2 不正解回答（抜粋） 

1 コミュニケ

ーション：

筆談対応 

コミュニケーションの際に

利用可能な筆談器具がある

ことを表示。 

筆談案内所、タブレット

筆談、記入用の紙ペンあ

り、書面による情報を入

手、筆記ボード、コミュ

ニケーションエリア、描

いて案内してくれる 

インフォメーションカ

ウンター、受付、記入、

記名所、書類提出／作

成、登録、伝言板、ID、

教育、講座、ビジネスセ

ンター、観光案内 

2 アクセシブ

ルタクシー 

ユニバーサルデザイン仕様

のタクシー輸送施設及びタ

クシー乗降所を表示。 

タクシー、タクシー乗り

場、大型タクシー乗り場 

乗車、タクシー料金、駐

停車場所、バス、乗り場 

 

２）理解度：四者択一 採点規則 

カテゴリー⑤安全 

項目 段階 

1 列車の非常停止ボタン 1 正解 列車の非常停止ボタン 

2 誤回答 1 非常ボタン 

3 誤回答 2 駅係員呼出ボタン 

4 誤回答 3 安全確認 

 

カテゴリー⑥禁止 

項目 段階 

1 ホームドア/ホーム柵:

たてかけない 

1 正解 ものをたてかけない 

2 誤回答 1 よりかからない 

3 誤回答 2 長尺物持込み禁止 

4 誤回答 3 スキーやサーフボードは袋に入れる 

2 ホームドア/ホーム柵:

乗り出さない 

1 正解 乗り出さない 

2 誤回答 1 上にのぼらない 

3 誤回答 2 かけ込み禁止 

4 誤回答 3 床面が滑りやすいので注意 

 

カテゴリー⑦注意 

項目 段階 

1 ホームドア/ホーム柵：

ドアに手を挟まないよ

うに注意 

1 正解 手を挟まないように注意 

2 誤回答 1 触ると危険 

3 誤回答 2 静電気に注意 

4 誤回答 3 ドアを手で開ける 

 

カテゴリー⑧指示 

項目 段階 

1 

 

シートベルトを締めて

ください 

1 正解 シートベルトを締めてください 

2 誤回答 1 シートベルトの右と左に注意してください 

3 誤回答 2 シートベルトをゆるめてください 

4 誤回答 3 シートベルトをはずしてください 
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３）試験結果及び評価一覧 

JIS、ISOの適合基準で評価した結果は以下の通りとなった。 

カテゴリー①公共・一般 

項目 

理解度試験 

（自由記述） 

ISO 適合基準評価 

○：適合 66％以上 
×：不適合 65％以下 

視認性試験 

JIS 適合基準評価 

○：75 点以上使用可(理
解度 66 点以上必要) 
○：50～74 点使用可(理
解度 85 点以上必要) 
×：49 点以下使用不可 

充電コーナー 
 

98.3 ○ 84.8  ○ 

自動販売機  84.2 ○ 71.1 × 

海外発行カード対応 ATM 
 

94.4 ○ 77.5 ○ 

礼拝室 
 

42.2 × 71.9 × 

カテゴリー②交通施設 

駅事務室／駅係員 
 

64.2 × 71.9 × 

一般車 
 

77.8 ○ 81.4 ○ 

レンタサイクル 
 

60.0 × 73.3 × 

カテゴリー③商業施設 

A 案コンビニエンスストア 
 

55.2 × 71.0  × 

B 案コンビニエンスストア 
 

70.1 ○ 67.4 × 

カテゴリー④観光・文化・スポーツ施設 

イヤホンガイド 
 

82.6 ○ 74.2 × 

カテゴリー⑨アクセシブル 

コミュニケーション：筆談対応 
 

22.7 × 68.8 × 

アクセシブルタクシー 
 

98.0 ○ 86.1 ○ 

 

カテゴリー⑤安全 

項目 

理解度試験 

（四者択一） 

JIS 適合基準評価 

○：85 点以上使用可 
○：66～84 点使用可 
(文字、文章による伝達補助
表示必要) 
×：65 点以下使用不可 

視認性試験 

JIS 適合基準評価 

○：75 点以上使用可(理
解度 66 点以上必要) 
○：50～74 点使用可(理
解度 85 点以上必要) 
×：49 点以下使用不可 

列車の非常停止ボタン 
 

90.7 ○ 76.7 ○ 

カテゴリー⑥禁止 

ホームドア／ホーム柵: 
たてかけない  

65.6 × 65.7 × 

ホームドア／ホーム柵: 
乗り出さない  

87.4 ○ 72.6 ○ 

カテゴリー⑦注意 

ホームドア／ホーム柵： 

ドアに手を挟まないように注意  96.2 ○ 73.1 ○ 

カテゴリー⑧指示 

シートベルトを締めて

ください  98.7 ○ 77.8 ○ 
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2.4 「標準案内用図記号ガイドライン改訂版」への採用 

2.4.1採用方針 

採用にあたり、JIS、ISOの適合基準で評価を行ったが、その結果の扱いに関して、委員

会で審議し、以下の結論を出した。 

 

今回の調査は、回答者の過去の経験や学習に対する理解度の確認であり、新しい図記号

案に対しては理解が及んでいないことがわかった。一方、項目と図記号案については、委

員会で審議してきた結果であり、その必要性については十分検討してきた。従って、「理解

度調査の適合基準に達しないものについては、補正または普及するための目安として考え

る」こととした。 

視認性調査についても同様のことが言える。案内用図記号は概ね街中や施設内に表示さ

れるもので、通常ある程度の距離を置いて確認する。従って、視認性は本来、実際の環境

の中で評価されるべきものである。今回の視認性調査は製品に適用されることを前提とし

た調査方法に準拠したため、評価値をそのまま適用することはできないが、「図記号そのも

のが複雑な図形と感じるかどうかを結論として導き出していると考えられるので、視認性

補正に対する目安とする」こととした。 

よって、「標準案内用図記号ガイドライン改訂版」に追加する図記号の採用方針に、平成

12年度の交通エコロジー・モビリティ財団「案内用図記号の統一化と交通、観光施設等へ

の導入に関する調査研究」の補正方針を適用した。 

 

2.4.2 平成 12 年度「案内用図記号の統一化と交通、観光施設等への導入に関する調査研究」の補正方針 

１）カテゴリー①から④の補正方針（※本事業のカテゴリー⑨はここに該当） 

 

２）カテゴリー⑤から⑧の補正方針 
      視認性 

理解度 
75点以上 50点以上 75点未満 50 点未満 

85点以上 特に補正の必要のないもの 視認性補正 再検討 

66 点以上 85 点未満 
特に補正の必要のないもの 

(注)文字による補助表示が必要なもの 

視認性補正 

(注)文字による補助表示が必要なもの 
再検討 

66点未満 再検討 再検討 再検討 

※表中「視認性補正」において以下の条件を満たす場合は、「ISO TR7239 一般案内用図記号を使用するための制作及び原則」に規定

されている作図条件を満たしているので、一般案内用図記号として、その視認性は十分確保されているものとし、この項目から除

外する。条件：［35mm 角（最小使用寸法）の場合、意味のある細部の線の最小幅を 0.5mm 以上とする］ 

 

  

                                 視認性 

理解度 
75点以上 

50点以上 

75点未満 
50 点未満 

66点以上 
特に補正の必要の

ないもの 
視認性補正 再検討 

66点未満 

(理解度が低

い理由を分析

し、対応を図

る) 

理由① 日常的に見慣れていない 

→対応：このままで普及を図る。 

特に補正の必要の

ないもの 
視認性補正 再検討 

理由② 図形の表現が不十分 

→対応：表現を工夫して原案を補正する。 
表現補正 

視認性補正 

表現補正 
再検討 

理由③ 図材選定が不適切 

→対応：図材を変更して原案を補正する。 
図材変更 図材変更 再検討 

理由④ 理由不明 

→対応：提案そのものを再検討する。 
再検討 再検討 再検討 
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2.4.3 採用方針適用結果 

前記により採用方針を求め、委員会で審議して以下の結論を得た。 

 

カテゴリー①公共・一般（※印＝採用図記号） 

項目 審議結果 
理解度、視認性 

再試験の要不要 

1-25 

充電コーナー 

※  
理解度 98.3 

視認性 84.8 

図記号案を採用、ガイドライン改訂版

に追加する。 
不要 

1-26 

自動販売機 

  
理解度 84.2 

視認性 71.1 

項目を「飲料・スナック自動販売機」

とする。図材を飲料とスナックとし、

スナック菓子の表現を明確にし、視認

性補正を施す。 

不要 

 ↓補正案 

  

スナックを缶へ図材変更し、ペットボ

トル形状の補正も検討する。 
※図材変更理由：図記号案作成の当初は、ISO

との整合性を優先したが、日本では殆どが飲

料のみの自販機であり、今後もその状況は変

わらないという一般社団法人日本自動販売

機工業会へのヒアリング結果も考慮した。 

※再補正案の承認は委員長一任とし、その結果

をもってガイドライン改訂版に追加する。 

↓再補正案 

※  

再補正案は専門的に見て改善されて

いる。 

再補正案を採用、ガイドライン改訂版

に追加する。 

1-30 

海外発行カード対応 ATM 
（H27年度分→デザイン見直

し後に H28年度試験実施） ※  
理解度 94.4 

視認性 77.5 

図記号案を採用、ガイドライン改訂版

に追加する。 
不要 

1-36 

無線 LAN 
（H27年度分） 

 
※  
理解度 74.4 

視認性 91.4 

平成 27年度に確定済み。 

図記号案を採用、ガイドライン改訂

版に追加する。 

不要 

1-47 

礼拝室 
（H27年度分→H28年度試験実

施）   
理解度 42.2 

視認性 71.9 

理解度 66点未満の理由①日常的に見慣れてい

ないに該当。 

視認性補正を施す。 

不要  ↓補正案 

※  

補正案は専門的に見て視認性が改善

されている。 

補正案を採用、ガイドライン改訂版に

追加する。 
※ガイドライン改訂版に「宗教に関する図記号

は、国家規格には適切ではない。」という一

文を付記。 



 

第 2章 

24 

 

カテゴリー②交通施設（※印＝採用図記号） 

項目 審議結果 
理解度、視認性 

再試験の要不要 

2-17 

駅事務室／駅係員 
（H27年度分→デザイン見直し

後に H28年度試験実施）   
理解度 64.2 

視認性 71.9 

理解度 66点未満の理由①日常的に見

慣れていないに該当。 

駅員と電車の比率を調整し、視認性補

正を施す。 

不要 

 ↓補正案 

※  

補正案は専門的に見て視認性が改善

されている。 

補正案を採用、ガイドライン改訂版に

追加する。 

不要 

2-18 

一般車 
（H27 年度分→H28 年度試験実

施） ※  
理解度 77.8 

視認性 81.4 

図記号案を採用、ガイドライン改訂版

に追加する。 
不要 

2-31 

レンタサイクル 

  
理解度 60.0 

視認性 73.3 

理解度 66点未満の理由①日常的に見

慣れていないに該当。 

ISOを参考に手の表現を白抜きとし、

カードを大きく、磁器表現はなしとす

るデザインで、視認性補正を施す。 
※参考 ISO Rental bicycle 

 

不要 

 ↓補正案 

 A案 

※  

 

 B案 

  

ISOとの整合及び専門的に見て補正案

A 案を採用、ガイドライン改訂版に追

加する。 

不要 

2-51 

船舶／フェリー／港 
（H27年度分） 

※  
理解度 93.8 

視認性 78.6 

平成 27年度に確定済み。 

図記号案を採用、ガイドライン改訂版

に追加する。 

不要 
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カテゴリー③商業施設（※印＝採用図記号） 

項目 審議結果 
理解度、視認性 

再試験の要不要 

A 案 

3-9 

コンビニエンスストア 

  
理解度 55.2 

視認性 71.0 

理解度66点未満の理由②図形の表現が不十分、

または理由③図材選定が不適切に該当。 

「24h」の表記はしない。 

A 案に建屋のイメージを加えたデザイ

ンで、補正を施す。 
※参考 ISO：屋内表現 

 Packed lunch room 

 Indoor swimming pool 

 Indoor play area 

不要  ↓補正案 

 A案 

  
 

 B案 

  

ISOの屋内表現の整合及び専門的に見

て補正案 A案を採用。ただし、「自動

販売機」のペットボトル形状の補正の

反映を施す。 
※日本フランチャイズチェーン協会へのヒア

リング結果も考慮した。 

※再補正案の承認は委員長一任とし、その結果

をもってガイドライン改訂版に追加。 

↓A 案の再補正案 

※  

再補正案を採用、ガイドライン改訂版

に追加する。 

B 案 

3-9  

コンビニエンスストア 
  
理解度 70.1 

視認性 67.4 

数字表記は図記号として好ましくな

い。 

24 時間営業ではないコンビニエンス

ストアは、使用しにくいなどの理由か

ら、採用せず。 

不要 
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カテゴリー④観光・文化・スポーツ施設（※印＝採用図記号） 

項目 審議結果 
理解度、視認性 

再試験の要不要 

4-16 

イヤホンガイド 

  
理解度 82.6 

視認性 74.2 

視認性補正を施す。 

不要 
 ↓補正案 

※  

補正案は専門的に見て視認性が改善

されている。 

補正案を採用、ガイドライン改訂版に

追加する。 

 

カテゴリー⑤安全（※印＝採用図記号） 

5-9 

列車の非常停止ボタン 

※  
理解度 90.7 

視認性 67.7 

図記号案を採用、ガイドライン改訂版

に追加する。 
不要 

 

カテゴリー⑥禁止（※印＝採用図記号） 
6-8-1 
ホームドア／ホーム柵:
たてかけない 

  
理解度 65.6 

視認性 65.7 

スキーのみの表現とし、補正を施す。 

不要 

 ↓補正案 

 A案 

※  

 B案 

  
 

専門的に見て理解度、視認性について

改善されている補正案 A案を採用、ガ

イドライン改訂版に追加する。 

6-8-2 
ホームドア／ホーム柵:
乗り出さない 

  
理解度 87.4 

視認性 72.6 

視認性補正を施す。 

不要 
 ↓補正案 

※  

補正案は専門的に見て視認性が改善

されている。 

補正案を採用、ガイドライン改訂版に

追加する。 
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カテゴリー⑦注意（※印＝採用図記号） 

項目 審議結果 
理解度、視認性 

再試験の要不要 

6-8-3 

ホームドア／ホーム柵:

ドアに手を挟まないよ

うに注意   
理解度 96.2 

視認性 73.1 

視認性補正を施す。 

不要 
 ↓補正案 

※  

補正案は専門的に見て視認性が改善

されている。 

補正案を採用、ガイドライン改訂版に

追加する。 

 

カテゴリー⑧指示（※印＝採用図記号） 

8-1 

シートベルトを締めて

ください 
※  
理解度 98.7 

視認性 77.8 

図記号案を採用、ガイドライン改訂版

に追加する。 
不要 

 

カテゴリー⑨アクセシブル（※印＝採用図記号） 
9-1 
オストメイト 
（H27年度分） 

※  
理解度 3.1 

視認性 65.9 

平成 27年度に確定済み。 

図記号案を採用、ガイドライン改訂版

に追加する。 

不要 

9-2 
コミュニケーション：筆
談対応（H27年度分→デザイ

ン見直し後に H28年度試験実
施） 

※  
理解度 22.7 

視認性 68.8 

全日本ろうあ連盟の「筆談」と「手話」

マークがあるが、本委員会の図記号は

図形的にも意味的にも異なるもので

あり、必要である。 

理解度 66点未満の理由①日常的に見

慣れていないに該当。 

使用して理解を広めていく。 

図記号案を採用、ガイドライン改訂版

に追加する。 

不要 

9-14 

アクセシブルタクシー 

※  
理解度 98.0 

視認性 86.1 

図記号案を採用、ガイドライン改訂版

に追加する。 
不要 
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2.5 表示事項及び推奨度 

図記号の表示事項と推奨度について、平成 27年度と平成 28年度の 2カ年で審議してき

た全ての項目に対し、委員会で審議した。 

なお、表示事項はこれまでの経緯及び既存 ISO等の記述を参考に整理した。推奨度は、

平成 13年 3月策定の標準案内用図記号ガイドラインで定めている推奨度区分を適用した。 

 

＜平成 13年 3月策定 標準案内用図記号ガイドラインで定めている推奨度区分＞ 

 

  

推奨度Ａ 

安全性及び緊急性に関わるもの、多数のユーザーにとっ

て重要なもの及び移動制約者へのサービスに関わるもの

です。これらについては、図形を変更しないで用いるこ

とを強く要請します。 

推奨度Ｂ 

多数の利用者が通常の行動や操作をする上で、図記号の

概念及び図形を統一することによって利便性が高まると

期待されるものです。これらについては、図形を変更し

ないで用いることを推奨します。 

推奨度Ｃ 

多数の利用者が通常の行動や操作をする上で、図記号の

概念を統一することが必要なものです。これらについて

は、基本的な概念を変えない範囲で適宜図形を変更して

用いることができます。 
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2.6 平成 27年度、平成 28年度 審議項目の結果一覧 

カテゴリー①公共・一般施設 

（新規採用 5項目、見直し 1項目、現行維持 4項目、不採用 2項目） 

表示事項 図記号 推奨度 

新規採用 1-25 

 

充電コーナー 

Charge point 

 

Ｂ 

1-26 

 

自動販売機 

Vending machine 

 

Ｃ 

1-30 

 

海外発行カード対応 ATM 

ATM for oversea cards 

 

Ｂ 

1-36 

 

無線 LAN 

Wireless LAN 

 

Ｂ 

1-47 

 

礼拝室 

Prayer room 

 

Ｂ 

見直し 1-2 案内（表示項目「情報コーナー」から「案内」に変更） 

Information 

 

Ａ 

現行維持 1-1 案内所 

Question & answer 

 

Ａ 

1-4 乳幼児用設備 

Nursery 

 

Ｂ 

1-60 ミーティングポイント 

Meeting point 

 

Ｂ 

1-80 エレベーター 

Elevator 

 

Ｂ 

不採用 1-3  観光案内所 ― 

1-5  授乳室 ― 
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カテゴリー②交通施設（新規採用 3項目、見直し 1項目、不採用 2項目） 

表示事項 図記号 推奨度 

新規採用 2-17 

 

駅事務室 / 駅係員 

Station office / Station staff 

 

Ｂ 

2-18 

 

一般車 

Car 

 

Ｂ 

2-31 

 

レンタサイクル / シェアサイクル 

Rental bicycle / Bicycle sharing 

 

Ｂ 

見直し 2-51 

 

船舶 / フェリー / 港 

Ship / Ferry / Port 

（※図の変更） 

現  

↓ 

新  

Ｂ 

不採用 2-2  地下鉄 ― 

2-37 バス停 ― 

 

カテゴリー③商業施設(新規採用 1項目) 

表示事項 図記号 推奨度 

新規採用 

 

3-9 

 

コンビニエンスストア 

Convenience store 

 

Ｃ 

 

カテゴリー④観光・文化・スポーツ施設（新規採用 1 項目、不採用 1項目） 

表示事項 図記号 推奨度 

新規採用 4-16 

 

イヤホンガイド 

Audio guide 

 

Ｂ 

不採用 4-14 ボランティアガイド ― 

 

カテゴリー⑤安全（新規採用 1項目、不採用 1項目） 

表示事項 図記号 推奨度 

新規採用 5-9 列車の非常停止ボタン 

Emergency train stop button 

 

Ａ 

不採用 5-1 AED ― 
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カテゴリー⑥禁止（新規採用 2項目、現行維持 1項目、不採用 1項目） 

表示事項 図記号 推奨度 

新規採用 6-8-1 ホームドア：たてかけない 

Do not lean objects on the platform door 

 

Ａ 

6-8-2 

 

ホームドア：乗り出さない 

Do not lean over the platform door 

 

Ａ 

現状維持 6-1 

 

携帯電話使用禁止 

Do not use mobile phone 

 

Ａ 

不採用 6-14 危険物 ― 

 

カテゴリー⑦注意（新規採用 1項目） 

表示事項 図記号 推奨度 

新規採用 6-8-3 

 

ホームドア：手を挟まないよう注意 

Caution, closing doors 

 

Ａ 

 

カテゴリー⑧指示（新規採用 1項目） 

表示事項 図記号 推奨度 

新規採用 8-1 

 

シートベルトを締める 

Fasten seatbelt 

 

Ａ 

 

カテゴリー⑨アクセシブル（新規採用 2項目、不採用 3項目） 

表示事項 図記号 推奨度 

新規採用 9-1 オストメイト用設備 / オストメイト 

Facilities for Ostomy / Ostomate 

 

Ａ 

9-2 コミュニケーション：筆談対応 

Communication:Writing 

 

Ａ 

9-14 ユニバーサルデザインタクシー 

UD(Universal design) taxi 

 

Ａ 

不採用 9-9 補助犬同伴 ― 

9-23 障害者用のヘルプカウンター 項目は必要、見送り。 

 

カテゴリー⑩お手洗関連（不採用 8項目） 

不採用 10-1 和式 項目は必要、見送り。 

10-2 洋式 項目は必要、見送り。 

10-8 ベビーチェア 項目は必要、見送り。 

10-9 おむつ交換台 項目は必要、見送り。 

10-10 キッズトイレ 項目は必要、見送り。 

10-12 多機能トイレ 項目は必要、見送り。 

10-13 多目的シート 項目は必要、見送り。 

10-14 フィッティングボード 項目は必要、見送り。 
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2.7 図記号補正の推移 

カテゴリー①公共・一般施設 

  
参考 

JIS／ISO 

図記号案 

（H27試験） 
検討・補正案 

図記号案 

（H28試験） 
検討・補正案 最終図記号 

1-1 案内所 

JIS 

 
ISO 

 

― ― ― ― 

 

 

図記号は 

変更なし 

1-2 情報コーナー 

JIS 

 

― ― ― ― 

図記号は変更なし 

表示事項は変更あり 

（「情報コーナー」から

「案内」に変更） 

1-4 乳幼児用設備 

JIS 

 

― ― ― ― 
図記号は 

変更なし 

1-5 授乳室 

ISO 

   

― ― ― 不採用 

1-26 自動販売機 

ISO 

  

― ― 

 

 

 

 

再補正 

 

1-25 充電コーナー 

(注：図の意

味は異なる) 

JIS 

 
ISO 

 
ISO 

 

― 

a案 

 
b案 

 
c案 

  
d案 

 

b案 

 

 

 

 

1-30 
海外発行カー

ド対応 ATM 

JIS 

 

 
 

（東京都）

 

a案 

 
b案 

 
c案 

 

c案 

 

 

 

 

1-36 無線 LAN 

ISO 
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カテゴリー①公共・一般施設（前頁の続き） 

 

カテゴリー②交通施設 

  
参考 

JIS／ISO 

図記号案 

（H27試験） 
検討・補正案 

図記号案 

（H28試験） 
検討・補正案 最終図記号 

1-47 礼拝室 ― 

 

a案 

 
b案 

 
c案 

 

H27図で再試験 

 
  

1-60 
ミーティング

ポイント 

JIS 

 

― ― ― ― 
図記号は 

変更なし 

1-80 エレベーター 

JIS 

  

― ― ― 
図記号は 

変更なし 

  
参考 

JIS／ISO 

図記号案 

（H27試験） 
検討・補正案 

図記号案 

（H28試験） 
検討・補正案 最終図記号 

2-2 地下鉄 ― 

 

― ― ― 不採用 

2-17 
駅事務室／駅

員係員 
― 

 

a案 

 
b案 

 
c案 

 

c案 

 
  

2-18 一般車 ― 

 

― 

H27案で再試験

 

 

 

2-31 

レンタサイク

ル／シェアサ

イクル 

ISO 

 

― 

a案 

 
b案 

 
c案 

 
d案 

 
e案 

 

e案 

 

A案 

 
 

B案 
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カテゴリー②交通施設（前頁の続き） 

 

カテゴリー③商業施設 

 

カテゴリー④観光・文化・スポーツ施設 

 

  

  
参考 

JIS／ISO 

図記号案 

（H27試験） 
検討・補正案 

図記号案 

（H28試験） 
検討・補正案 最終図記号 

2-37 バス停 

JIS 

 
 

試験、未実施 

― ― ― 不採用 

2-51 
船舶／フェリ

ー／港 

JIS 

  

 

  

 

  
参考 

JIS／ISO 

図記号案 

（H27試験） 
検討・補正案 

図記号案 

（H28試験） 
検討・補正案 最終図記号 

3-9 
コンビニエン

スストア 
― ― ― 

 
 

（東京都） 

 

A案 

 
 

B案 

 

A案の再補正 

 

  
参考 

JIS／ISO 

図記号案 

（H27試験） 
検討・補正案 

図記号案 

（H28試験） 
検討・補正案 最終図記号 

4-16 
イヤホンガイ

ド 

ISO 

 

― 

a案 

 
b案 

 
c案 

 
d案 

 
e案 

 

d案 
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カテゴリー⑤安全 

 

カテゴリー⑥禁止 

 

カテゴリー⑦注意 

  
参考 

JIS／ISO 

図記号案 

（H27試験） 
検討・補正案 

図記号案 

（H28試験） 
検討・補正案 最終図記号 

5-9 
列車の非常停

止ボタン 

(注：図の意

味は異なる) 

ISO 

 
 

JIS 

 

― 

a案 

 
b案 

 
c案 

 
d案 

 
e案 

 

e案 

 

 

 

 

  
参考 

JIS／ISO 

図記号案 

（H27試験） 
検討・補正案 

図記号案 

（H28試験） 
検討・補正案 最終図記号 

6-8-1 

 

ホームドア:

たてかけない 
― ― 

a案 

 
b案 

 

b案 

 

A案

 
 

B案

 

 

6-8-2 
ホームドア:

乗り出さない 
― ― 

a案 

 
b案 

 

a案 

 
  

  
参考 

JIS／ISO 

図記号案 

（H27試験） 
検討・補正案 

図記号案 

（H28試験） 
検討・補正案 最終図記号 

6-8-3 

ホームドア:

手を挟まない

ように注意 

― ― 

a案 

 
b案 

 
c案 

 
d案 

 

b案 

 
  



 

第 2章 

36 

 

カテゴリー⑧指示 

 

カテゴリー⑨アクセシブル 

 

  
参考 

JIS／ISO 

図記号案 

（H27試験） 
検討・補正案 

図記号案 

（H28試験） 
検討・補正案 最終図記号 

8-1 
シートベルト

を締める 

ISO 

 

― ― 

 

 

 

  
参考 

JIS／ISO 

図記号案 

（H27試験） 
検討・補正案 

図記号案 

（H28試験） 
検討・補正案 最終図記号 

9-1 

オストメイト

用設備／オス

トメイト 

― 

 

   

 

9-2 

コミュニケー

ション：筆談

対応 

JIS（外国語

対応） 

 
 

a案 

 
b案 

 
c案 

 

a案 

 

 

 

 

9-14 

ユニバーサル

デザインタク

シー 

― ― 

a案 

 
b案 

 
c案 

 
d案 

 
e案 

 

e案 
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あとがき 

 

平成 27、28年度の 2 カ年にわたり、2020年東京オリンピック・パラリンピッ

ク開催向けて、よりわかりやすいサイン環境を推進されるために必要と思われ

る標準案内用図記号について検討して参りました。最後に、検討課程において

残された課題点を以下の通りまとめます。 

 

■図記号項目について 

障害のある方が直接コミュニケーションできる場所を示すための「ヘルプポ

イント」については、障害者団体へのヒアリングであげられました。案内に関

する図記号は、「？（案内所）」と「ｉ（インフォメーション）」が既にあります

が、障害のある方が直接コミュニケーションできる場所の需要等を把握した上

で、JISZ8210案内用図記号の「コミュニケーション」の応用例として「ヘルプ

ポイント」を作成するなど、今後も引き続き検討が必要と考えられます。 

「お手洗い」関連については、和式／洋式／ベビーチェア／おむつ交換台／

キッズトイレ／多機能トイレ／多目的シート／フィッティングボードなど数多

くの項目があがりましたが、国土交通省で多機能トイレの機能分散化について

の議論が進められており、空間の考え方が整理される過渡期と判断し見送られ

ることとなりました。今後の動向を踏まえつつ、引き続き検討が必要と考えら

れます。 

「ユニバーサルデザインタクシー」は、セダン型タクシーに変わる次世代の

タクシーとして車いすも乗降可能なワゴン型タクシー（JAPANタクシー等）を

図案化したものです。ユニバーサルデザインタクシー専用の乗降場などで使用

することを想定したものでしたが、一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合

会にヒアリングした結果、「ユニバーサルデザインタクシーとしての項目を検討

いただくことに異論はないが、今後セダン型タクシーに変わり、ほとんどの法

人タクシーがユニバーサルデザインタクシーに置き換えられる予定であり、専

用の乗降場はなくなり、既に作成されている「タクシー／タクシー乗り場」の

図記号が浸透しているので、新たな図記号が作成されることにより、利用客が

混乱することも考えられる」とのご意見を頂き、最終図案がまとまってはおり

ましたが、標準案内用図記号ガイドライン改訂版への採用は見送ることとなり

ました。今後図記号検討の機会が生じた場合は、今後の動向も踏まえつつ、再

度検討項目として図案検討することも必要と考えられます。 

 

■試験方法について 

 平成 11、12年度、はじめて標準案内用図記号を検討作成した際に「理解度試

験」と「視認性試験」が採用されました。理解度試験は、ISO9186-2000（図記

号の作成と試験の手順）を、視認性試験は JISS0102-2000（消費者用警告図記

号―試験の手順）を準用しました。その後も上記の試験を実施した上で、図記

号が追加されてきましたし、本事業でも同様の試験方法を準用いたしました。 
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 「理解度試験」は、図案を一つずつモニター上に示し、その意味を自由記述

で記入してもらい、評価ルールを設定した上で回答結果を一つ一つ分析、評価

する方法です。しかし、図案だけを示すのではその状況を理解するのに時間が

かかり、回答者への負担が大きくなることが考えられ、また自由記述のため、

評価ルールを毎回設定しなければならない上に、一人一人の回答結果の分析に

時間が要することが指摘されています。 

 また、「視認性試験」は、8mm角に縮小した図案を一つずつモニター上に示し、

5段階（形がはっきり見える－形が大体見える－どちらともいえない－形がや

や見えにくい－形がわからない）で評価する方法です。これは印刷された地図

や案内マップなどで使用されることを前提として、8mm角での視認性を評価す

る方法です。しかし、スマートフォンやタブレット等での地図や案内マップが

使用されるようになった今、8mm角以下で図記号が表示されることも多くなり、

実際の使用状況を考えると、8mm角よりも小さいサイズでの視認性を確認する

必要性も指摘されています。 

以上を踏まえて、だれもがわかりやすい、見やすい図記号の作成を目指すた

めに、より使用実態に即した新たな試験方法の検討や、8mm角より小さいサイ

ズでも判別することができる図記号の作成原則の検討など、継続的な検討を重

ねていく必要があろうかと思います。


